
 

 

印紙税の非課税範囲が、 

５万円未満に拡大された 

ことはご存知ですか？ 

 

 従来は受取金額が 3万円未満のものが非課税とされてい

ましたが、平成 26年 4月 1日以降作成された「領収書」等

については、5 万円未満のものは、非課税となっています。 

 なお、その他の金額設定に関しては、今までどおりの金額

と変更ありません。 
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平成 25年度第一次補正予算に伴い、貸付制度が創設・拡充されました。 

設備資金貸付利率特例制度の拡充 

法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強するために、同種の設備を

取得するための貸付は、当初の 2 年間、適用する貸付利息から 0.5％利率

を低減します。 

※総資産の 10％超の設備投資であることなど、一定の要件があります。 

地域活性化・雇用促進資金 

雇用者に対する給与等の支給額をすでに増加させ、かつ、今後も増加させ

る予定の方について、「基準利息-0.4％」となります。 

※前年同期と比較して、給与等の支給額が 2％以上増加していることなどが

条件となります。 

ソーシャルビジネスへの支援 
新規開業資金をご利用いただける方のうち、「保育、介護サービス事業等を

行う必要な資金」に『基準金利-0.9％』を、「一定の要件を満たす NPO 法人

等が事業を行う必要な資金」に『基準金利-0.4％』を適用します。 

創業支援全般 

女性または 30 歳未満の若者、55 歳以上のシニアの方で、新たに事業を始

める方や事業開始おおむね 7 年以内の方には、金利が低減される各種資

金が準備されています。 

なお、『新創業融資制度』では、自己資金要件を創業資金の 1/3 から 1/10

に引き下げたり、設備資金返済期間が 10 年から 15 年に拡充されるなど、

創業を積極的に支援します。 

経営指導員が中心となってご相談に応じます。（足立・岸本・金高・本庄・後藤・横畑） 

 

 

 『夏のエコスタイル』 
今年も実施します。 

 
 商工会では兵庫県からの要請のとおり、本年度も事務所

内における適正な冷房の徹底と軽装の奨励として、以下の

とおり取り組みます。ご理解いただくとともに、みなさまの事

業所でもご協力いただければと思います。 

 

 【実施期間：5月 1日～10月 31日】 

  ★会館内適正冷房 

   （概ね２８℃） 

  ★軽装の実施  

   （ノーネクタイ等） 
 

 

 

 



ｑ 

お世話になりました H26.3.31    職員異動のお知らせ      よろしくお願いします H26.4.1  
 

 

 

 

求人情報をたか TVで配信しませんか。 
 商工会では「たか TV」と連携して、企業の求人情報を視聴者

に向けて配信しています。 

 4つのステップで簡単に情報配信できます。 

 

                    放送内容や放送条件をご説明 

                    します。 

 

                    E-mail等で情報をいただき、 

                    放送内容を確認した後、 

                    放送を開始します。 

                     

                    求職者から商工会に連絡が 

                    あった後に企業に連絡します。 

                    面接日程等を求職者に指示し  

                    てください。 

 

                    採用が決定すれば商工会に 

                    ご連絡ください。たか TV に 

                    連絡し文字放送を終了します。 

 

＝求人情報 たか TV掲載（例）＝ 

所在地 ①例）加美区 ②例）中区 

勤務体系 正社員 パート（シフト制） 

職  種 機械修理 調理補助 

勤務時間 8：00～17：00 9：00～16：00 

賃  金 月給 17～20万円 時給 770～850円 

仕事内容 機械メンテナンス 調理パート・調理補助 

 それぞれの求人情報を企業名ではなく、番号で紹介します。 

 「たか TV」で配信する同様の情報を、商工会のホームページ

でも紹介します。 

（担当：金高） 

 
 
 
米・米加工品を扱う事業者の皆様へ 
米トレーサビリティ法のお知らせ 

 

 米や米加工品（注１）などを販売、輸入、加工、製造、提供す

る事業者（注 2）は、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び

産地情報の伝達に関する法律」（米トレーサビリティ法）に基づ

き、以下のことを行うことが義務付けられています。 

①米穀等の取引等を行った記録（品名・産地・数量・年月日・ 

 取引先名等）の作成・保存 

②販売先の事業者や消費者への産地情報の伝達 

これらにより、米穀等について安全性を欠くものの流通防止と、

表示の適正化等を確保することを目的としています。 

 外食事業者の場合、店舗で提供する米飯類について、例え

ば仕入先からの納品書等（①の項目が記載されたもの）を保存

し、仕入先からの産地（国内産など）情報の伝達(注 3)に基づ

き、国内産米の場合は「国内産」、外国産米の場合は国名を、

メニュー又はポップに記載し、一般消費者に産地情報を伝達

することとなります。 

  詳細は、農林水産省のウェブページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝STEP１＝ 
まずは商工会に連絡 

＝STEP２＝ 
求人情報の提供を 

＝STEP３＝ 
商工会から連絡します 

経営支援課 課長 篠原靖尚（加東市商工会へ転出） 

 多可町商工会の設立以来、経営支援課課長として 5 年間務

めさせていただきました。その間、会員の皆様から様々なカタ

チでご縁やつながりをいただきましたこと、とても感謝いたして

おります。 

 新天地の加東市商工会には若い職員が多くて私もやりがい

を感じています。精一杯頑張ります。 

 お世話になった皆様にご挨拶もできずにバタバタと異動して

しまったことをとても心残りに思っていました。 

 皆様、ありがとうございました m(__)m 
 

経営支援課 係長 西村和真（丹波市商工会へ転出） 

 多可町商工会の職員として、5年間会員のみなさまからもたく

さんのことを学ばせていただきました。 

 現在は、多可町での経験を糧にして、異動先の丹波市商工

会で自分なりに目の前の業務に励んでおります。 

 会員の皆様には、本当にお世話になりました。 

 心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

経営支援課 主幹 足立嘉正（丹波市商工会より転入） 

 柏原町商工会、青垣町商工会、丹波市商工会、そして多可

町商工会と四つ目の商工会の勤務となります。 

小規模事業者にとって、自社の特性や、自社 

の強みを大いに活かし、自社のすばらしい経営 

資源を伸ばすことによって、景気回復に向けた 

継続的な発展は大いに見込まれると思慮します。 

それを全面的にサポ－トさせていただく多可町商工会の一

員として、微力ながら会員皆様のそれぞれのお悩み解決のお

手伝いをさせていただく所存です。 

お気軽にお声かけ賜りますようよろしくお願いいたします。 
 

経営支援課 係長 本庄尚哉（篠山市商工会より転入） 

 金融・税務関係を中心とした経営のサポート並び 

に工業部会、「みみより！」発行等を担当します。 

 Facebookや Twitter等ありとあらゆるWEBサー 

ビスに首を突っ込み、『情報発信』を信条として日々 

過ごしています。何なりとお声かけください。 

 

  

＝STEP４＝ 
成立後、商工会へ 

注１ 対象品目…米穀、米粉、米粉調製品、米菓生地、米菓、もち、 

   だんご、米飯類、米こうじなど 
注２ 対象事業者…生産者、輸入業者、加工製造業者、販売業者 

   （卸売、小売・量販店等）、食堂・レストラン等の外食業者、給食 

   業者、持ち帰り・配達飲食サービス業者など 
注３ 事業者間の産地情報の伝達方法…納品書などの伝票又は 

    商品の容器･包装などに記載。 

【問合せ先】 農林水産省近畿農政局神戸地域センター 

         流通監視チーム     電話 078-331-9947 


